
 
政
令
第
三
百
二
十
三
号

放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令 

内
閣
は
、
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
放
送
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
号
及
び
第
百
七
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

（
放
送
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

放
送
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

十
一　

協
会
の
放
送
番
組
及
び
そ
の
編
集
上
必
要
な
資
料
（
こ
れ
ら
を
編
集
し
た
も
の
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
「
放
送

番
組
等
」
と
い
う
。
）
の
配
信
を
行
う
事
業 

第
二
条
第
十
二
号
中
「
放
送
番
組
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
一
般
の
利
用
に
供
す
る
」
を
「
配
信
の
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
協

会
国
際
衛
星
放
送
」
の
下
に
「
並
び
に
こ
れ
ら
の
放
送
の
放
送
番
組
の
配
信
」
を
加
え
、
同
号
ト
中
「
第
六
十
四
条
第
一

項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
八
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

 



（
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活

環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
条
の
三
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

一　

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第

二
百
八
十
四
号
）
第
五
条
の
表
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二

号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
を
行
う
た
め
の
設
備
の
項 

二　

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
第
十
二
条

の
表
一
の
項 

附　

則 

こ
の
政
令
は
、
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

 



理　

由 

放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

 


